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みんなでまちづくり
シリーズ

Let's make a town together

Series
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　地
域
の
課
題
解
決
や
資
源
の
活
用
な
ど
、地

域
を
元
気
に
す
る
新
し
い
ビ
ジ
ネ
ス
を
起
業

す
る
方
を
支
援
す
る「
庄
原
市
起
業
支
援
補
助

事
業
」に
本
年
度
４
件
の
申
請
が
あ
り
、審
査

の
結
果
４
件
す
べ
て
を
採
択
し
ま
し
た
。補
助

金
の
交
付
額
は
合
計
で
１
千
1
2
6
万
８
千

円
で
す
。

平成23年度事業の受
け付けは、４月から５
月までです。活用を検
討される方は、商工観
光課（鈎0824-73-
1179）までご相談く
ださい。

　限界集落化が進む高野町高暮で、地域
の自然環境などの特性を生かしたさま
ざまな体験メニューを提供し、田舎をそ
のまま楽しめる、滞在型の宿泊施設を開
設する事業です。宿泊施設の改修が主な
補助内容です。集落全体で宿泊客の受け
入れを行うことで、地域への経済効果や
元気づくりにつながることが期待され
ます。

農家民泊「たなか」開設
高野
地域

　庄原産の木材をレーザー加工するこ
とで、記念品や土産物を開発し「さとや
ま庄原」のイメージづくりを図る事業で
す。レーザー加工機の導入が主な補助内
容です。気軽に購入できる比較的安価な
マスコットや携帯ストラップなど、木の
ぬくもりのある魅力的な地域グッズが
土産物として定着することが期待され
ます。

土産物開発・販売事業
庄原
地域

　故郷を持たない都会暮らしの方に、自
分の故郷として親しめる宿を提供し、田
舎の暮らしや自然を楽しみ学ぶ宿とし
て開設する事業です。古民家の改修が主
な補助内容です。都会の方との交流はも
ちろん、農作業や田舎料理づくりのノウ
ハウなど、地域の方の知識や経験が生か
せる場となることが期待されます。

農家民泊「四季彩」開設
庄原
地域

　国道183号線を通行するドライバー
などが気軽に立ち寄れる、さまざまな機
能と魅力を持った商業エリアを創出す
る事業です。既存の建物を貸し店舗に改
修することが主な補助内容です。県北地
域で他に例のない写真専門のギャラリ
ーがテナントとして入り、既存の施設と
の連携で沿道の集客拠点になることを
目指します。

ロードサイドパーク
R183開設

庄原
地域
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　前
回
に
引
き
続
き
、キ
ョ
ロ
や
ま
く
ん
と
一
緒
に
条
例
の
策
定
に

向
け
た
取
り
組
み
に
つ
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て
ご
紹
介
し
ま
す
。

設置 （Ｈ22・２・２）

条例素案を市長へ提出 （Ｈ23・３予定）

条例素案をもとに条例案の作成

議会へ提案

条例が制定されるまでの道のり

基 礎 学 習

条例素案の検討 ※１月末までに13回開催

アンケート実施
（Ｈ22・10）

○自治振興区などとの意見交換
○シンポジウム
○パブリックコメント

策定委員会

行　　　政

条例制定

ＱA
「
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ち
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く
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市
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す

　平成22年11月に、策定委員会から条例素案（前文
以外）について中間報告がありました。現在は、次の
ことを要点に条文全体について協議されており、３
月末までには最終素案が市長に提出される予定です。

●前文は、条例制定の背景、まちづくりの方　向性
や決意など、分かりやすく表現すること

●まちづくりの最高規範として、皆に親しまれ理解
　されること

●目指すべきまちの姿は、「すべての人が幸せに安
　心して暮らせるまち」であること

●市民・議会・行政が役割分担を明確にし、協働して
　地域課題に取り組むこと

●市民こそが、まちづくりの主役であること

●住民自治組織は、自らの地域は自らの手で創ると
　いう精神のもと、支え合いと助け合いによって住
　みよい地域づくりに取り組むこと

●事業者などは、地域社会の一員としての責任を果
　たし、まちづくりに貢献すること

●議会は、議決機関として市民の負託に応え、市議会
　議員は、市民の代表者として責任を自覚すること

●市長は、市政の代表者として市民の負託に応え、
　市職員は全体の奉仕者として公平かつ誠実に職
　務を遂行すること

●市政運営は、透明性をもって行われるとともに、
　市民が参画しやすい環境整備に努めること

●行政は、条例を実効あるものにするため、庁内推
　進体制を整備し、まちづくりの推進に関し、市民
　と意見交換をおこなうこと

●この条例は検証され、見直しが可能であること

検 討 内 容

●ロードサイドパークR183プロジェクト（宮内町）

●田中農園（高野町高暮）

●くじら工房（川手町）

●四季彩（川北町）


